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令和８年度紀の川市一般会計予算

第４条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１０，５００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

　令和８年度紀の川市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３４，７００，０００千円と定める。

（債務負担行為）

第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、｢第２表　債務負担行為」による。

第５条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）各項に計上した一般職の報酬、給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紀の川市長　　岸　本　　健

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（地　方　債）

第３条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、

（一時借入金）

　　　　　令和８年２月２７日提出

　｢第３表　地方債」による。　

　　の間の流用
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第１表    歳入歳出予算

歳　入
(単位：千円)

款 項 金         額

  １. 市　　　税 7,240,027

  １. 市　民　税 2,999,800

  ２. 固定資産税 3,253,027

  ３. 軽自動車税 298,400

  ４. たばこ税 330,000

  ５. 都市計画税 358,800

  ２. 地方譲与税 300,000

  １. 地方揮発油譲与税 54,000

  ２. 自動車重量譲与税 214,000

  ３. 森林環境譲与税 32,000

  ３. 利子割交付金 16,000

  １. 利子割交付金 16,000

  ４. 配当割交付金 81,000

  １. 配当割交付金 81,000

  ５. 株式等譲渡所得割交付金 92,000

  １. 株式等譲渡所得割交付金 92,000

  ６. 法人事業税交付金 74,000

  １. 法人事業税交付金 74,000

  ７. 地方消費税交付金 1,495,000

  １. 地方消費税交付金 1,495,000

  ８. ゴルフ場利用税交付金 25,000

  １. ゴルフ場利用税交付金 25,000

  ９. 環境性能割交付金 1

  １. 環境性能割交付金 1
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(単位：千円)

款 項 金         額

 １０. 地方特例交付金 111,000

  １. 地方特例交付金 110,000

  ２. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別 1,000

交付金

 １１. 地方交付税 10,578,000

  １. 地方交付税 10,578,000

 １２. 交通安全対策特別交付金 3,000

  １. 交通安全対策特別交付金 3,000

 １３. 分担金及び負担金 190,317

  １. 分　担　金 16,480

  ２. 負　担　金 173,837

 １４. 使用料及び手数料 201,859

  １. 使　用　料 63,625

  ２. 手　数　料 138,234

 １５. 国庫支出金 5,079,307

  １. 国庫負担金 3,795,390

  ２. 国庫補助金 1,249,833

  ３. 委　託　金 34,084

 １６. 県支出金 2,461,950

  １. 県負担金 1,534,550

  ２. 県補助金 807,002

  ３. 委　託　金 120,398

 １７. 財産収入 80,117

  １. 財産運用収入 76,255
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(単位：千円)

款 項 金         額

  ２. 財産売払収入 3,862

 １８. 寄　附　金 2,001,002

  １. 寄　附　金 2,001,002

 １９. 繰　入　金 1,599,752

  １. 特別会計繰入金 8

  ２. 基金繰入金 1,595,000

  ３. 財産区繰入金 4,744

 ２０. 繰　越　金 100,000

  １. 繰　越　金 100,000

 ２１. 諸　収　入 415,268

  １. 延滞金、加算金及び過料 12,903

  ２. 市預金利子 4,500

  ３. 貸付金元利収入 3,921

  ４. 受託事業収入 15,835

  ５. 雑　　　入 378,109

 ２２. 市　　　債 2,555,400

  １. 市　　　債 2,555,400

歳               入               合               計 34,700,000
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歳　出
(単位：千円)

款 項 金         額

  １. 議　会　費 239,679

  １. 議　会　費 239,679

  ２. 総　務　費 4,623,599

  １. 総務管理費 4,043,241

  ２. 徴　税　費 320,533

  ３. 戸籍住民基本台帳費 196,308

  ４. 選　挙　費 39,242

  ５. 統計調査費 14,180

  ６. 監査委員費 10,095

  ３. 民　生　費 12,536,502

  １. 社会福祉費 6,983,505

  ２. 児童福祉費 4,627,237

  ３. 生活保護費 924,853

  ４. 災害救助費 907

  ４. 衛　生　費 2,981,105

  １. 保健衛生費 1,802,350

  ２. 清　掃　費 1,178,755

  ５. 労　働　費 25,842

  １. 労働諸費 25,842

  ６. 農林業費 1,161,415

  １. 農　業　費 1,002,163

  ２. 林　業　費 159,252

  ７. 商　工　費 541,167

  １. 商　工　費 541,167
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(単位：千円)

款 項 金         額

  ８. 土　木　費 3,758,738

  １. 土木管理費 131,680

  ２. 道路橋りょう費 1,123,676

  ３. 河　川　費 32,914

  ４. 都市計画費 1,293,530

  ５. 住　宅　費 1,176,938

  ９. 消　防　費 1,401,373

  １. 消　防　費 1,401,373

 １０. 教　育　費 4,014,198

  １. 教育総務費 516,563

  ２. 小学校費 1,457,331

  ３. 中学校費 266,805

  ４. 社会教育費 859,624

  ５. 保健体育費 913,875

 １１. 災害復旧費 260,791

  １. 農林施設災害復旧費 16

  ２. 公共土木施設災害復旧費 260,775

 １２. 公　債　費 3,055,591

  １. 公　債　費 3,055,591

 １３. 予　備　費 100,000

  １. 予　備　費 100,000

歳               出               合               計 34,700,000
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自
至

令 和 ８ 年 度
令 和 ９ 年 度

１，６００千円

２，９００千円

１３，２００千円

検 診 案 内 通 知 書 作 成 業 務 委 託
令 和 ８ 年 度
令 和 ９ 年 度

自
至

集 団 検 診 電 話 申 込 受 付 業 務 委 託

５０，７００千円

男 女 共 同 参 画 推 進 プ ラ ン 策 定 委 託

地 域 福 祉 計 画 策 定 委 託 ５，２００千円

放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 委 託
自
至

令 和  ９  年 度
令 和 １ １ 年 度

第２表    債務負担行為

事 項 限 度 額期 間

令 和 ９ 年 度 ４，１００千円

令 和 ９ 年 度

塵 芥 収 集 車 購 入
自
至

令 和 ８ 年 度
令 和 ９ 年 度
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令 和 ８ 年 度
令 和 ９ 年 度

自
至

令 和  ９  年 度
令 和 １ ０ 年 度

１６，８００千円

自
至

令 和  ９  年 度
令 和 １ ０ 年 度

期 間

９９４，２００千円

田 中 小 学 校 改 築 監 理 委 託 ( ３ 期 工 事 )

事 項

自
至

田 中 小 学 校 改 築 工 事 ( ３ 期 工 事 )

小 学 校 ス ク ー ル バ ス 購 入

限 度 額

５５，６００千円
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千円

社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業 〃 〃 〃7,400

水 道 事 業 会 計 出 資 金 〃 〃 〃11,300

18,700

〃

第３表    地方債

限 度 額 起債の方法起 債 の 目 的

　公的資金については、その融通条件によ
り、銀行その他の場合には、その債権者と
協定するものによる。
　ただし、市財政の都合により据置期間及
び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しく
は低利に借換えすることができる。

普 通 貸 借 又
は 証 券 発 行

利 率 償 還 の 方 法

５.０％以内（ただし、利率見
直し方式で借り入れる資金につ
いて、利率の見直しを行った後
においては、当該見直し後の利
率）

〃 〃 〃17,500

〃131,000

〃〃

〃

〃

総 務 管 理 地 域 対 策 事 業

児 童 福 祉 施 設 整 備 事 業 〃

農 業 施 設 整 備 事 業

総 務 管 理 施 設 整 備 事 業

〃清 掃 施 設 整 備 事 業 7,600

69,300

〃
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千円

商 工 施 設 整 備 事 業 〃 〃 〃11,400

〃 〃370,700

〃 〃

下 水 道 事 業 会 計 出 資 金

〃

〃 〃 〃91,400

〃539,500

〃

〃

限 度 額

　公的資金については、その融通条件によ
り、銀行その他の場合には、その債権者と
協定するものによる。
　ただし、市財政の都合により据置期間及
び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しく
は低利に借換えすることができる。

償 還 の 方 法

23,800
普 通 貸 借 又
は 証 券 発 行

利 率

消 防 施 設 整 備 事 業

５.０％以内（ただし、利率見
直し方式で借り入れる資金につ
いて、利率の見直しを行った後
においては、当該見直し後の利
率）

〃

〃 〃141,600

起債の方法

林 業 施 設 整 備 事 業

住 宅 整 備 事 業

道 路 橋 り ょ う 整 備 事 業

起 債 の 目 的

河 川 整 備 事 業 〃12,100

－　10　－



千円

中 学 校 施 設 整 備 事 業 〃 〃 〃17,100

小 学 校 施 設 整 備 事 業 〃 〃 〃724,300

保 健 体 育 施 設 整 備 事 業 〃 〃 〃62,300

社 会 教 育 施 設 整 備 事 業 〃 〃 〃175,300

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法

計 2,555,400

償 還 の 方 法利 率

教 育 総 務 地 域 対 策 事 業

５.０％以内（ただし、利率見
直し方式で借り入れる資金につ
いて、利率の見直しを行った後
においては、当該見直し後の利
率）

　公的資金については、その融通条件によ
り、銀行その他の場合には、その債権者と
協定するものによる。
　ただし、市財政の都合により据置期間及
び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しく
は低利に借換えすることができる。

35,000
普 通 貸 借 又
は 証 券 発 行

公共土木施設災害復旧事業 〃 〃 〃88,100
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令 和 ８ 年 度

紀の川市土地取得事業特別会計予算



 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紀の川市長　　岸　本　　健

令和８年度紀の川市土地取得事業特別会計予算

　令和８年度紀の川市の土地取得事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，６００千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　　　　　令和８年２月２７日提出
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第１表    歳入歳出予算

歳　入
(単位：千円)

款 項 金         額

  １. 財産収入 1,600

  １. 財産運用収入 1,600

歳               入               合               計 1,600
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歳　出
(単位：千円)

款 項 金         額

  １. 土地取得事業費 1,600

  １. 土地取得事業費 1,600

歳               出               合               計 1,600
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令 和 ８ 年 度

紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計予算



 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紀の川市長　　岸　本　　健

（歳出予算の流用）

第４条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

（債務負担行為）

第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、｢第２表　債務負担行為」による。

（一時借入金）

第３条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２，３００，０００千円と定める。

　　　　　令和８年２月２７日提出

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

令和８年度紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計予算

　令和８年度紀の川市の国民健康保険事業勘定特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７，３５７，０００千円と定める。
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第１表    歳入歳出予算

歳　入
(単位：千円)

款 項 金         額

  １. 国民健康保険税 1,339,800

  １. 国民健康保険税 1,339,800

  ２. 使用料及び手数料 51

  １. 手　数　料 51

  ３. 県支出金 5,402,214

  １. 県補助金 5,402,213

  ２. 財政安定化基金支出金 1

  ４. 財産収入 941

  １. 財産運用収入 941

  ５. 繰　入　金 591,368

  １. 一般会計繰入金 495,492

  ２. 特別会計繰入金 1

  ３. 基金繰入金 95,875

  ６. 繰　越　金 1

  １. 繰　越　金 1

  ７. 諸　収　入 22,624

  １. 延滞金、加算金及び過料 12,070

  ２. 預金利子 1

  ３. 雑　　　入 10,553

  ８. 市　　　債 1

  １. 財政安定化基金貸付金 1

歳               入               合               計 7,357,000
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歳　出
(単位：千円)

款 項 金         額

  １. 総　務　費 49,722

  １. 総務管理費 29,991

  ２. 徴　税　費 19,301

  ３. 運営協議会費 430

  ２. 保険給付費 5,248,661

  １. 療養諸費 4,574,693

  ２. 高額療養費 656,061

  ３. 出産育児諸費 15,007

  ４. 葬祭諸費 2,850

  ５. 移　送　費 50

  ３. 国民健康保険事業費納付金 1,908,219

  １. 医療給付費分 1,322,211

  ２. 後期高齢者支援金等分 403,699

  ３. 介護納付金分 141,255

  ４. 子ども・子育て支援納付金分 41,054

  ４. 財政安定化基金拠出金 1

  １. 財政安定化基金拠出金 1

  ５. 保健事業費 119,998

  １. 特定健康診査等事業費 82,563

  ２. 保健事業費 37,435

  ６. 基金積立金 941

  １. 基金積立金 941

  ７. 公　債　費 1

  １. 公　債　費 1
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(単位：千円)

款 項 金         額

  ８. 諸支出金 19,622

  １. 償還金及び還付加算金 7,501

  ２. 繰　出　金 12,121

  ９. 予　備　費 9,835

  １. 予　備　費 9,835

歳               出               合               計 7,357,000

－　4　－



第２表    債務負担行為

事 項 期 間 限 度 額

検 診 案 内 通 知 書 作 成 業 務 委 託
自
至

令 和 ８ 年 度
令 和 ９ 年 度

１，０００千円

集 団 検 診 電 話 申 込 受 付 業 務 委 託
自
至

令 和 ８ 年 度
令 和 ９ 年 度

６００千円
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令 和 ８ 年 度

紀の川市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算



 



第２条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、

（一時借入金）

第３条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２４，０００千円と定める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紀の川市長　　岸　本　　健

　　　　　令和８年２月２７日提出

　｢第２表　地方債」による。　

（地　方　債）

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

令和８年度紀の川市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算

　令和８年度紀の川市の国民健康保険直営診療施設勘定特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７７，５００千円と定める。

－　1　－



第１表    歳入歳出予算

歳　入
(単位：千円)

款 項 金         額

  １. 繰　入　金 69,397

  １. 繰　入　金 69,397

  ２. 繰　越　金 1

  １. 繰　越　金 1

  ３. 諸　収　入 2

  １. 預金利子 1

  ２. 雑　　　入 1

  ４. 市　　　債 8,100

  １. 市　　　債 8,100

歳               入               合               計 77,500

－　2　－



歳　出
(単位：千円)

款 項 金         額

  １. 施　設　費 63,154

  １. 施設管理費 63,154

  ２. 公　債　費 13,351

  １. 公　債　費 13,351

  ３. 予　備　費 995

  １. 予　備　費 995

歳               出               合               計 77,500

－　3　－



千円

第２表    地方債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

５.０％以内（ただし、利率見
直し方式で借り入れる資金につ
いて、利率の見直しを行った後
においては、当該見直し後の利
率）

　公的資金については、その融通条件によ
り、銀行その他の場合には、その債権者と
協定するものによる。
　ただし、市財政の都合により据置期間及
び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しく
は低利に借換えすることができる。

診 療 施 設 解 体 整 備 事 業 8,100
普 通 貸 借 又
は 証 券 発 行

－　4　－



 



 



令 和 ８ 年 度

紀の川市後期高齢者医療特別会計予算



 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紀の川市長　　岸　本　　健

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、６７０，０００千円と定める。

令和８年度紀の川市後期高齢者医療特別会計予算

　令和８年度紀の川市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，２１７，０００千円と定める。

　　　　　令和８年２月２７日提出

－　1　－



第１表    歳入歳出予算

歳　入
(単位：千円)

款 項 金         額

  １. 保　険　料 986,997

  １. 後期高齢者医療保険料 986,997

  ２. 使用料及び手数料 2

  １. 手　数　料 2

  ３. 繰　入　金 1,226,047

  １. 一般会計繰入金 1,226,047

  ４. 繰　越　金 1

  １. 繰　越　金 1

  ５. 諸　収　入 3,953

  １. 延滞金、加算金及び過料 100

  ２. 償還金及び還付加算金 2,050

  ３. 預金利子 1

  ４. 雑　　　入 1,802

歳               入               合               計 2,217,000

－　2　－



歳　出
(単位：千円)

款 項 金         額

  １. 総　務　費 12,452

  １. 総務管理費 5,502

  ２. 徴　収　費 6,950

  ２. 後期高齢者医療広域連合納付金 2,191,889

  １. 後期高齢者医療広域連合納付金 2,191,889

  ３. 保健事業費 5,934

  １. 保健事業費 5,934

  ４. 公　債　費 1

  １. 公　債　費 1

  ５. 諸支出金 2,051

  １. 償還金及び還付加算金 2,050

  ２. 繰　出　金 1

  ６. 予　備　費 4,673

  １. 予　備　費 4,673

歳               出               合               計 2,217,000

－　3　－



 



令 和 ８ 年 度

紀の川市介護保険事業勘定特別会計予算



 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紀の川市長　　岸　本　　健

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２，３００，０００千円と定める。

　　　　　令和８年２月２７日提出

（歳出予算の流用）

第３条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７，４８３，０００千円と定める。

令和８年度紀の川市介護保険事業勘定特別会計予算

　令和８年度紀の川市の介護保険事業勘定特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

－　1　－



第１表    歳入歳出予算

歳　入
(単位：千円)

款 項 金         額

  １. 保　険　料 1,562,359

  １. 介護保険料 1,562,359

  ２. 使用料及び手数料 3

  １. 手　数　料 3

  ３. 国庫支出金 1,730,841

  １. 国庫負担金 1,253,652

  ２. 国庫補助金 477,189

  ４. 支払基金交付金 1,912,379

  １. 支払基金交付金 1,912,379

  ５. 県支出金 1,058,331

  １. 県負担金 1,000,056

  ２. 県補助金 58,275

  ６. 財産収入 1,773

  １. 財産運用収入 1,773

  ７. 繰　入　金 1,187,143

  １. 一般会計繰入金 1,143,977

  ２. 基金繰入金 43,166

  ８. 繰　越　金 1

  １. 繰　越　金 1

  ９. 諸　収　入 30,169

  １. 延滞金、加算金及び過料 2

  ２. 預金利子 1

  ３. 雑　　　入 30,166

 １０. 市　　　債 1

－　2　－



(単位：千円)

款 項 金         額

  １. 財政安定化基金貸付金 1

歳               入               合               計 7,483,000

－　3　－



歳　出
(単位：千円)

款 項 金         額

  １. 総　務　費 122,671

  １. 総務管理費 15,912

  ２. 徴　収　費 6,386

  ３. 介護認定審査会費 96,640

  ４. 計画策定委員会費 3,733

  ２. 保険給付費 6,934,484

  １. 介護サービス等諸費 6,373,941

  ２. 介護予防サービス等諸費 166,858

  ３. その他諸費 5,673

  ４. 高額介護サービス等費 195,832

  ５. 高額医療合算介護サービス等費 31,852

  ６. 特定入所者介護サービス等費 160,328

  ３. 基金積立金 1,773

  １. 基金積立金 1,773

  ４. 地域支援事業費 384,919

  １. 介護予防・生活支援サービス事業費 128,552

  ２. 一般介護予防事業費 30,370

  ３. 包括的支援事業・任意事業費 225,520

  ４. その他諸費 477

  ５. 保健福祉事業費 25,617

  １. 保健福祉事業費 25,617

  ６. 公　債　費 1

  １. 公　債　費 1

  ７. 諸支出金 4,024

－　4　－



(単位：千円)

款 項 金         額

  １. 償還金及び還付加算金 4,023

  ２. 繰　出　金 1

  ８. 予　備　費 9,511

  １. 予　備　費 9,511

歳               出               合               計 7,483,000

－　5　－



 



令 和 ８ 年 度

紀の川市財産区特別会計予算



 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紀の川市長　　岸　本　　健

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　　　　　令和８年２月２７日提出

令和８年度紀の川市財産区特別会計予算

　令和８年度紀の川市の財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１７，０００千円と定める。

－　1　－



第１表    歳入歳出予算

歳　入
(単位：千円)

款 項 金         額

  １. 使用料及び手数料 2

  １. 手　数　料 2

  ２. 財産収入 7,787

  １. 財産運用収入 7,607

  ２. 財産売却収入 180

  ３. 繰　入　金 9,054

  １. 基金繰入金 9,054

  ４. 繰　越　金 11

  １. 繰　越　金 11

  ５. 諸　収　入 146

  １. 延滞金、加算金及び過料 1

  ２. 預金利子 11

  ３. 雑　　　入 134

歳               入               合               計 17,000

－　2　－



歳　出
(単位：千円)

款 項 金         額

  １. 総　務　費 15,772

  １. 池田財産区総務管理費 5,688

  ２. 田中財産区総務管理費 5,157

  ３. 長田竜門財産区総務管理費 900

  ４. 竜門財産区総務管理費 83

  ５. 南北志野財産区総務管理費 208

  ６. 飯盛財産区総務管理費 249

  ７. 静川財産区総務管理費 273

  ８. 最上、神田、市場、元財産区総務管理費 1,184

  ９. 調月財産区総務管理費 682

 １０. 丸栖財産区総務管理費 471

 １１. 平池財産区総務管理費 877

  ２. 予　備　費 1,228

  １. 池田財産区予備費 112

  ２. 田中財産区予備費 143

  ３. 長田竜門財産区予備費 100

  ４. 竜門財産区予備費 17

  ５. 南北志野財産区予備費 192

  ６. 飯盛財産区予備費 51

  ７. 静川財産区予備費 127

  ８. 最上、神田、市場、元財産区予備費 116

  ９. 調月財産区予備費 118

 １０. 丸栖財産区予備費 129

 １１. 平池財産区予備費 123

－　3　－



(単位：千円)

款 項 金         額

歳               出               合               計 17,000

－　4　－



 



 



令 和 ８ 年 度

和歌山県紀の川市

紀 の 川 市 水 道 事 業 会 計 予 算



 



（１）給水戸数　　　　　　　　　　　２４，５９９戸　
（２）年間総給水量　　　　　　６，１０４，０００㎥　
（３）１日平均給水量　　　　　　　　１６，７２３㎥　

令和８年度紀の川市水道事業会計予算

（総　　　則）

第１条　令和８年度紀の川市の水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　　　　　　　　　　　収　　　入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支　　　出
　第１款　水道事業収益　　　１，６６７，３４５千円　　　　　第１款　水道事業費用　　　１，６１５，１２２千円
　　第１項　営業収益　　　　１，４５７，４１９千円　　　　　　第１項　営業費用　　　　１，４９４，５３３千円
　　第２項　営業外収益　　　　　２０９，９２４千円　　　　　　第２項　営業外費用　　　　　１０７，５８８千円
　　第３項　特別利益　　　　　　　　　　　　２千円　　　　　　第３項　特別損失　　　　　　　　３，００１千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第４項　予備費　　　　　　　　１０，０００千円

（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額６１６，２５３千円は当年度分消
　費税及び地方消費税資本的収支調整額５４，７００千円及び過年度分損益勘定留保資金５６１，５５３千円で補てんするものとする。）。

　　　　　　　　　　　収　　　入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支　　　出
　第１款　資本的収入　　　　　　４８０，０５４千円　　　　　第１款　資本的支出　　　　１，０９６，３０７千円
　　第１項　企業債　　　　　　　３７７，１００千円　　　　　　第１項　建設改良費　　　　　６２１，５４０千円

　　第３項　工事負担金　　　　　　　２，８６７千円　　　　　　第３項　貸付金　　　    　　　　　　  　１千円
　　第４項　出資金　　　　　　　　９０，０８５千円　　      　第４項　補助金返還金　　　　　　　　　　１千円

　　第６項　貸付金収入　　　　　　　　　　　１千円　　　　　　

　　第２項　国庫補助金　　　　　　１０，０００千円　　　　　　第２項　企業債償還金　　　　４７３，７６５千円

　　第５項　固定資産売却代金　　　　　　　　１千円　　　　　　第５項　予備費　　　　　　　　　１，０００千円　　　　　　

　  　

－  1  －



（１）職員給与費　　　　１６３，９５４千円

（企　業　債）

第５条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

限　度　額起 債 の 目 的

                                                                    紀の川市長　　岸　本　 健

利　　　　率

５.０％以内（ただし、利率見
直し方式で借り入れる資金につ
いて、利率の見直しを行った後
においては、当該見直し後の利
率）

償　 還　 の　 方　 法

　公的資金については、その融通条件により、
銀行その他の場合には、その債権者と協定する
ものによる。
　ただし、企業財政の都合により据置期間及び
償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利
に借換えすることができる。

（１）営業外費用に計上した消費税及び地方消費税に係る予算額に不足が生じた場合における同一款内での各項間の流用

普 通 貸 借 又
は 証 券 発 行

３７７，１００

（一時借入金）

第６条　一時借入金の限度額は、１００，０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

起債の方法

水道施設整備事業

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合
　は、議会の議決を経なければならない。

（たな卸資産購入限度額）

第１０条　たな卸資産の購入限度額は、１５，０００千円と定める。

第９条　水道事業会計の経営の健全化を促進し、その経営基盤を強化するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、３７，７４７千円
　である。

（他会計からの補助金）

　　　　　令和８年２月２７日提出

千円

－  2  －



 



 



令 和 ８ 年 度

和歌山県紀の川市

紀の川市工業用水道事業会計予算



 



第１条　令和８年度紀の川市の工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

（１）給水事業所数　　　　　　　　　　　　９事業所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第３項　予備費　　　　　　　　　１，０００千円

（資本的収入及び支出）

令和８年度紀の川市工業用水道事業会計予算

（総　　　則）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３３，７９９千円は当年度分消費

（２）年間総給水量　　　　　　　　４１９，０００㎥　
（３）１日平均給水量　　　　　　　　　１，１４８㎥　

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　　　　　　　　　　　収　　　入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支　　　出
　第１款　工業用水道事業収益　　　４８，３６８千円　　　　　第１款　工業用水道事業費用　　　３８，２２１千円
　　第１項　営業収益　　　　　　　４６，００１千円　　　　　　第１項　営業費用　　　　　　　３１，７８５千円
　　第２項　営業外収益　　　　　　　２，３６７千円　　　　　　第２項　営業外費用　　　　　　　５，４３６千円

　税及び地方消費税資本的収支調整額１，８１２千円及び過年度分損益勘定留保資金３１，９８７千円で補てんするものとする。）。

　　　　　　　　　　　収　　　入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支　　　出
　第１款　資本的収入　　　　　　　　　　　　２千円　　　　　第１款　資本的支出　　　　　　　３３，８０１千円
　　第１項　工事負担金　　　　　　　　　　　１千円　　　　　　第１項　建設改良費　　　　　　１９，９２９千円
　　第２項　出資金　　　　　　　　　　　　　１千円　　　　　　第２項　企業債償還金　　　　　１２，８７２千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第３項　予備費　　　　　　　　　１，０００千円
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（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第６条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）営業外費用に計上した消費税及び地方消費税に係る予算額に不足が生じた場合における同一款内での各項間の流用

　は、議会の議決を経なければならない。

（一時借入金）

第５条　一時借入金の限度額は、１０，０００千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第７条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合

（１）職員給与費　　　　　　６，９５６千円

（たな卸資産購入限度額）

第９条　たな卸資産の購入限度額は、１，０００千円と定める。

                                                                    紀の川市長　　岸　本　 健

（他会計からの補助金）

第８条　工業用水道事業会計の経営の健全化を促進し、その経営基盤を強化するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、１千円であ
　る。

　　　　　令和８年２月２７日提出
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令 和 ８ 年 度

和歌山県紀の川市

紀の川市下水道事業会計予算



 



　　第５項　分担金　　　　　　　　　　　　　２千円　　　　　　第５項　予備費　　　　　　　　　１，０００千円
　　第６項　基金　　　　　　　　　１４，９２２千円　　　　　　

　　　　　　　　　　　収　　　入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支　　　出
　第１款　資本的収入　　　　１，７０９，６００千円　　　　　第１款　資本的支出　　　　２，００７，５１７千円
　　第１項　企業債　　　　　　　７０１，２００千円　　　　　　第１項　建設改良費　　　１，３５４，４７３千円

　　第４項　負担金　　　　　　　　　５，５００千円　　      　第４項　返還金　　　　　　　　　　　　　２千円　　　　　　

　　第２項　国庫補助金　　　　　４１２，４５０千円　　　　　　第２項　企業債償還金　　　　６３７，１２０千円
　　第３項　出資金　　　　　　　５７５，５２６千円　　      　第３項　基金積立金　　　  　　１４，９２２千円

　　第２項　営業外収益　　　　　６７０，７１７千円　　　　　　第２項　営業外費用　　　　　１３６，４３７千円
　　第３項　特別利益　　　　　　　　　　　　　千円　　　　　　第３項　特別損失　　　　　　　　　　３００千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第４項　予備費　　　　　　　　　３，０００千円

（資本的収入及び支出）

　費税及び地方消費税資本的収支調整額６８，２９０千円及び過年度分損益勘定留保資金２２９，６２７千円で補てんするものとする。）。
第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２９７，９１７千円は当年度分消

令和８年度紀の川市下水道事業会計予算

（総　　　則）

第１条　令和８年度紀の川市の下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

　　第１項　営業収益　　　　　　１５１，８７４千円　　　　　　第１項　営業費用　　　　　　７０８，７４３千円

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

　　　　　　　　　　　収　　　入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支　　　出
　第１款　下水道事業収益　　　　８２２，５９１千円　　　　　第１款　下水道事業費用　　　　８４８，４８０千円

（３）年間下水道管布設延長　　　　　　１，６９１ｍ　

（１）接続戸数　　　　　　　　　　　　３，２１７戸　
（２）年間有収水量　　　　　　　　８８０，５７２㎥　

（４）主要な建設改良事業費  １，２０５，１１９千円　　　　　　　　　

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。
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（１）職員給与費　　　　８１，８３２千円

　千円である。

                                                                    紀の川市長　　岸　本　　健

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合
　は、議会の議決を経なければならない。

　　　　　令和８年２月２７日提出

（他会計からの補助金）

第９条　下水道事業会計の経営の健全化を促進し、その経営基盤を強化するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、４７０，３４５

（一時借入金）

第６条　一時借入金の限度額は、４００，０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）営業外費用に計上した消費税及び地方消費税に係る予算額に不足が生じた場合における同一款内での各項間の流用

普 通 貸 借 又
は 証 券 発 行

７０１，２００

５.０％以内（ただし、利率見
直し方式で借り入れる資金につ
いて、利率の見直しを行った後
においては、当該見直し後の利
率）

下水道施設整備事業

　公的資金については、その融通条件により、
銀行その他の場合には、その債権者と協定する
ものによる。
　ただし、企業財政の都合により据置期間及び
償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利
に借換えすることができる。

千円

（企　業　債）

第５条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

限　度　額 起債の方法起 債 の 目 的 利　　　　率 償　 還　 の　 方　 法
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